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１．目的 
 「厚生労働省の科学研究に関する評価について」（平成 15 年 2 月 27 日）によれば、

厚生労働省が実施する新規研究事業については、予算概算要求に先立ち、外部評価を

活用することが望ましいとされている。そのため厚生労働省では、実施する研究事業

について行政施策との連携を保ちながら、一層優れた研究開発成果を国民、社会へ還

元することを目的とし、評価を行うこととしている。今般、厚生科学審議会科学技術

部会において、厚生労働省の科学技術施策に関する概算要求前の評価を行う。 

 本評価結果は、総合科学技術会議の科学技術関係予算に関する評価の基礎となるも

のであり、研究開発資源の配分への適切な反映等を行うことにより、研究開発の一層

効果的な実施を図るものである。 

２．評価方法 
１）評価のプロセスの決定 

① 経緯 

厚生労働省の新規研究事業については、従来より外部有識者等の意見をもとに研究

事業の概算要求が行われてきたが、省全体の科学技術に関する事業の整合性を図る観

点から、厚生科学審議会科学技術部会において概算要求前に評価を行うことが望まし

いこと、また総合科学技術会議では、重点分野推進戦略、評価専門調査会等の評価が、

概算要求前に各省で行われた評価を基にして行われることから、平成15年2月27日、

厚生科学審議会科学技術部会は、厚生労働省の科学技術に関する大型プロジェクトに

ついて概算要求前に事業の概要を検討し、外部評価等を取り入れた評価を行うことを

定めた。以後、平成 15 年度より厚生労働科学研究費補助金の各事業及びがん研究助

成金について、毎年度概算要求前の評価を行ってきたところである（平成 16 年度よ

り独立行政法人医薬品医療機器総合機構開発振興勘定運営費交付金の基礎研究推進

事業費（平成 17 年度に独立行政法人医薬基盤研究所へ移管）を追加）。 

 

② 総合科学技術会議の動向 

平成 17 年 5 月に、総合科学技術会議により、関係府省間の関連施策における不必

要な重複の排除及び連携の強化を推進するための科学技術連携施策群（以下「連携施

策群」という。）が設定され、関係府省間の調整が行われてきた。さらに、「平成 19

年度の科学技術に関する予算等の資源配分方針」（平成 18 年 6 月 14 日）においては、

関係府省が概算要求前から連携施策群の枠組みを活用しつつ個々の施策の位置づけ

を明確化し、基礎段階から応用・産業化段階まで見通したそれぞれの全体俯瞰図の素

案を作成することが定められた。これは、「科学技術基本計画」（平成 18 年 3 月 28 日）

に基づき策定された「分野別推進戦略」（平成 18 年 3 月 28 日）の「戦略重点科学技

術」に重点投資することを府省横断的に実現するためとされている。 
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③ 平成 19 年度科学技術研究の評価プロセスについて 

②で述べた総合科学技術会議の資源配分方針の動向を踏まえ、平成 19 年度の厚生

労働省の科学技術研究に係る事前評価については、＜図１＞のようなプロセスで行う

こととした。 

 

＜図１＞ 

平成19年度の
厚生労働科学技術政策

評価・検討のプロセスアウトプット 実施機関

厚生労働省の科学技術研究に係る事前評価

重点課題の抽出

各部局が、事業計画を
（第一次案）にまとめる。

担当課

外部専門家
外部有識者

５月

資源配分方針に
基づく各省施策の
情報交換・連携強化

総合科学技術会議

厚生労働省に
おける外部評価

厚生科学審議会
科学技術部会

予算編成に反映

戦略重点科学技術
俯瞰図

７月

概算要求

政策評価

（意見反映）

概算要求前における
個別事業評価書（案）

概算要求前における
個別事業評価書

８月

８月末

概算要求における
科学技術関係施策の

優先順位付け

総合科学技術会議

６月～７月

総合科学技術会議
有識者議員による関係府省

分野別ヒアリング

事前評価委員会
（外部委員による評価）

予算成立後、新規事業に
関する研究開発課題の

事前評価

９月

４月

厚生科学審議会
科学技術部会
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２）評価対象 

総合科学技術会議の平成16～18年度の「科学技術に関する予算、人材等の資源配分の

方針」では、科学技術関係施策の優先順位付け(SABC)の対象範囲を、基本的に（イ）１億

円以上（平成16年度においては10億円以上）の新規施策及び（ロ）概算要求額又は事業規

模（見込み）が10億円以上の既存施策等としていた。また、政策評価の観点からは、「個々

の研究開発であって10億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする

政策」は、事前評価の対象とされていることから、厚生労働省の科学技術研究の中から、

競争的研究資金である厚生労働科学研究費補助金の各研究事業、独立行政法人医薬基盤研

究所運営費交付金のうち基礎研究推進事業費及び予算額が大きく、「分野別推進戦略」（平

成18年3月28日）の「戦略重点科学技術」〈参考１〉と強い関連がある国立病院特別会計に

よるがん研究助成金を対象として実施する。 

 

３）評価方法 

今回の評価は、各研究事業の内容について、平成 15 年 5 月に公表された、「厚生労働科

学研究費補助金の成果の評価」及び、平成 15 年 7 月に総合科学技術会議において決定され

た「競争的資金制度の評価報告書」において行われた評価結果を参考として実施する。 

平成 19 年度実施予定の各研究事業について、厚生労働省の各担当部局が、外部有識者等

の意見を踏まえて評価原案を作成し、厚生科学審議会科学技術部会において審議を行う。 

なお、本評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」（平成 17 年 8 月 25 日、

厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定）〈参考２〉に基づき行うとともに、政策評価〈参考

３〉とも一体として実施するため、厚生労働科学研究費補助金全体を評価する「政策評価」

の観点である「必要性」「効率性」「有効性」等についても総合的に評価する。 

また「科学技術基本計画」（平成 18 年 3 月 28 日）及び「分野別推進戦略」（平成 18 年 3

月 28 日）で示されている科学技術の戦略的重点化の考え方、「平成 19 年度の科学技術に関

する予算等の資源配分方針」（平成 18 年 6 月 14 日）で示されている「国民への説明責任・

成果の発信の徹底」等も踏まえ、「科学技術基本計画」で設定された理念や政策目標〈参考

４〉、「分野別推進戦略」で設定された「戦略重点科学技術」との関連性を明示するととも

に、「重要な研究開発課題」に基づく「成果目標」の達成状況の評価等も行った。 
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＜参考１＞                                     

「分野別推進戦略」 

（平成１８年３月２８日 総合科学技術会議決定） 

Ⅰ．ライフサイエンス分野 

３．戦略重点科学技術 

（２）戦略重点科学技術の選定 

  ①「生命プログラム再現科学技術」 

  ②「臨床研究・臨床への橋渡し研究」 

  ③「標的治療等の革新的がん医療技術」 

  ④「新興再興感染症克服科学技術」 

  ⑤「国際競争力を向上させる安全な食料の生産・供給科学技術」 

  ⑥「生物機能活用による物質生産・環境改善科学技術」 

  ⑦「世界最高水準のライフサイエンス基盤整備」 

 

 

 

＜参考２＞                                     

「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」 

 （平成１７年８月２５日 厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定） 

 

第２編 研究開発施策の評価の実施方法 

１．評価体制 

 各研究事業等の所管課は、当該研究事業等の評価を行う。 

２．評価の観点 

 政策評価の観点も踏まえ、研究事業等の目標、制度、成果等について、必要性、効率性

及び有効性の観点等から評価を行う。 

 研究事業等の特性に応じて柔軟に評価を行うことが望ましいが、「必要性」については、

行政的意義（厚生労働省として実施する意義、緊急性等）、専門的・学術的意義（重要性、

発展性等）、目的の妥当性等の観点から、「効率性」については、計画・実施体制の妥当性

等の観点から、また「有効性」については、目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社

会・経済への貢献、人材の養成等の観点から評価を行うことが重要である。 

３．評価結果 

 評価結果は、当該研究開発施策の見直しに反映させるとともに、各所管課において、研

究事業等の見直し等への活用を図る。 
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＜参考３＞                                     

「厚生労働省における政策評価に関する基本計画」 

 （平成１４年４月１日 厚生労働省大臣決定、平成１８年４月１日改正） 

１ 基本的な考え方 

（略） 

 また、評価にあたっては、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成１７年

３月２９日内閣総理大臣決定。以下「大綱的指針」という。）、（中略）を踏まえて実

施する者とする。 

（略） 

４ 政策評価の観点に関する事項 

（１）「必要性」の観点 

（２）「効率性」の観点 

（３）「有効性」の観点 

（略） 

６ 事前評価の実施に関する事項 

（１）事前評価の対象とする政策 

イ 法第九条に規定する政策 

（イ）個々の研究会は通（人文科学のみに係るものを除く。（ロ）において同じ。）で

あって１０億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする

政策 

（（ロ）～（ホ）まで略） 

ロ イの政策以外の政策の撃ち、厚生労働省として事前評価を実施する政策 

（（イ）、（ロ）略） 

（ハ）大綱的指針に基づき事前評価の対象とすることとされた研究開発 

 

基本目標１１ 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること 

施策目標 ２ 研究を支援する体制を整備すること 

I 厚生労働科学研究費補助金の適正かつ効果的な配分を確保すること 

 



 - 6 -

＜参考４＞                                          

「科学技術基本計画」 

（平成１８年３月２８日 閣議決定） 

第１章 基本理念 

 ３．科学技術政策の理念と政策目標 

 （１）第３期基本計画の理念と政策目標 

   理念１ 人類の英知を生む 

       ～知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現に向けて～ 

◆目標１ 飛躍知の発見・発明 －未来を切り拓く多様な知識の蓄積・創造 

 （１）新しい原理・現象の発見・解明 

（２）非連続な技術革新の源泉となる知識の創造 

◆目標２ 科学技術の限界突破 －人類の夢への挑戦と実現 

 （３）世界最高水準のプロジェクトによる科学技術の牽引 

 

   理念２ 国力の源泉を創る 

       ～国際競争力があり持続的発展ができる国の実現に向けて～ 

◆目標３ 環境と経済の両立 －環境と経済を両立し持続可能な発展を実現 

 （４）地球温暖化・エネルギー問題の克服 

 （５）環境と調和する循環型社会の実現 

◆目標４ イノベーター日本 －革新を続ける強靱な経済・産業を実現 

 （６）世界を魅了するユビキタスネット社会の実現 

 （７）ものづくりナンバーワン国家の実現 

 （８）科学技術により世界を勝ち抜く産業競争力の強化 

 

理念３ 健康と安全を守る 

    ～安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて～ 

◆目標５ 生涯はつらつ生活 －子供から高齢者まで健康な日本を実現 

 （９）国民を悩ます病の克服 

 （10）誰もが元気に暮らせる社会の実現 

◆目標６ 安全が誇りとなる国 －世界一安全な国・日本を実現 

 （11）国土と社会の安全確保 

 （12）暮らしの安全確保 
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３．厚生労働科学研究費補助金 

 

 厚生労働科学研究費補助金による研究事業は、平成１９年度においては４つの研究分野

に属する１７研究事業に分かれて実施されている（表１参照）。 

 

 

表１．研究事業について 

研究分野 研究事業 

１）  行政政策 
I．行政政策 

２）  厚生労働科学特別 

３）  先端的基盤開発 
 

II．厚生科学基盤 

＜先端医療の実現＞ ４）  臨床応用基盤 

５）  長寿科学総合 

６）  子ども家庭総合 

７）  第３次対がん総合戦略 

８）  循環器疾患等生活習慣病対策総合 

９）  障害関連 

１０）エイズ・肝炎・新興再興感染症 

１１）免疫アレルギー疾患予防・治療 

１２）こころの健康科学 

 
III．疾病・障害対策 

＜健康安心の推進＞ 

１３）難治性疾患克服 

１４）医療安全・医療技術評価総合 

１５）労働安全衛生総合 

１６）食品医薬品等リスク分析 
 

IV．健康安全確保総合 

＜健康安全の確保＞ 

１７）健康危機管理対策総合 
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I．行政政策研究分野＞ 
 行政政策研究分野は、「行政政策研究事業」と、「厚生労働科学特別研究事業」か

ら構成されている（表２）。 

 

表２.「行政政策研究分野」の概要 

研究事業 研究領域 

１－１）政策科学総合 
１）行政政策 

１－２）社会保障国際協力推進 

２）厚生労働科学特別研究  

 

 

１）行政政策研究事業                            

１―１）政策科学総合研究 

（分野名）行政政策研究分野  

（研究経費名）政策科学総合研究経費  

事業名  政策科学推総合研究経費 

（政策科学推進・統計情報総合研究経費） 

主管部局（課・室）    政策統括官付政策評価官室 

大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 

事業の運営体制         社会保障関連省内部局と調整しつつ、事業を運営 

 

関連する「第 3 期科学技術基本計画における理念と政策目標（大目標、中目標） 

理念 健康と安全を守る 

大目標 生涯はつらつ生活 

中目標 誰もが元気に暮らせる社会の実現 

 

１．事業の概要 

(1) 分野別推進戦略（第 3 期科学技術基本計画）で関係する「重要な研究開発課題」 

０重要な研究開発課題 ・ ライフサイエンスが及ぼす社会的影響や、社会福祉への活用に関

する研究開発 

研究開発目標 ○２０１０年までに、労働力等限られた資源の、社会保障への効率的

活用等に資する政策研究を推進し、人口減少に対応するための社会

的基盤整備の確立のための新たな知見を得る。 

○２０１５年頃までに、人口減少に対応するための社会的基盤整備を

確立するための技術を確立する。 

○２０１０年までに、医療の IT 化に対応した効率的で質の高い統計調


